
株式会社フジオフードグループ本社

証券コード：2752

株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）により議決権を行使下さいま

すようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2022年３月29日（火曜日）午後６時まで

開催日時

2022年３月30日（水曜日）午前10時

受付開始：午前９時30分

開催場所

大阪市北区中之島５丁目３番51号

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）３階

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。)

議　　案

第１号議案　剰余金処分の件

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役５名選任の件

第４号議案　監査役２名選任の件

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

　　

第 23 回　定時株主総会

招集ご通知

　

　本株主総会にご出席の株主様は、本株主総会

開催日現在の新型コロナウイルス感染状況やご

自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの

感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますよ

うお願い申し上げます。また、本株主総会会場

において、感染予防のための措置を講じる場合

もありますので、ご協力のほどお願い申し上げ

ます。
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株主総会会場ご案内図
　

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、懇親会は中止とさせていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



証券コード 2752

2022年３月14日
株 主 各 位

大阪市北区菅原町２番16号 FUJIO BLDG.
株式会社フジオフードグループ本社

代表取締役社長 藤 尾 政 弘

１．日 時 2022年３月30日（水曜日）午前10時

（午前９時30分 開場）

２．場 所 大阪市北区中之島５丁目３番51号

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）３階

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。)

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第23期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第23期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役５名選任の件
監査役２名選任の件
補欠監査役１名選任の件

第２３回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第２３回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知

申し上げます。
　なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示いただき、2022年３月29日（火曜日）午後６時までに到着するようにご返送下さ

いますようお願い申し上げます。

敬具
記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよう
お願い申し上げます。
　また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参下さいますようお願い申し上げます。
　なお、事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類の記載すべき事項を修正す
る必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.fujiofood.com)に掲載させていただきます。
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(
2021年１月１日から
2021年12月31日まで )

 （添付書類）

事　業　報　告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の現況

事業の経過および成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世
界的な感染拡大の影響により消費活動が停滞し、景気の先行きは依然とし
て不透明な状況が続いております。
　外食産業におきましても、感染拡大に伴う生活様式の変化、政府および
各自治体からの外出自粛や営業時間短縮要請等によって来店客数は減少
し、厳しい経営環境が続いております。
　このような状況の中、当社グループは「大衆というカテゴリーで日本一
の外食企業になる」という確固たる目標のもと、既存事業の全体的な底上
げを行うための商品開発、業態ごとの販売促進キャンペーン活動、店舗に
おけるサービス力向上を図るための教育・研修体制の強化等を行い、「ま
いどおおきに食堂」を中心として、「神楽食堂　串家物語」、「手作り居
酒屋　かっぽうぎ」、「つるまる」をはじめとする全業態の経営成績の向
上に全社一丸となって取り組みました。人々の生活様式の変化への対応に
おいても、モバイルオーダー対応店舗の拡大や、お客様のニーズに合わせ
た商品開発を行う等、テイクアウト需要の取り込みに注力してまいりまし
た。
　新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、従業員とお客様の
安全確保を第一に、従業員の個人衛生チェックの実施やマスク着用の徹
底、正しい手洗いやアルコール消毒の徹底、レジ前や客席での飛沫感染防
止対策や二次元コード決済対応店舗の拡充に取り組みました。

　以上のような結果、当連結会計年度の業績は、売上高254億53百万円
（前年同期比5.0％減）、営業損失33億43百万円（前年同期は営業損失29
億71百万円）、経常利益28億30百万円（前年同期は経常損失28億76百万
円）、親会社株主に帰属する当期純利益が７億９百万円（前年同期は親会
社株主に帰属する当期純損失49億98百万円）となりました。
　また、当社グループ全体で当連結会計年度における新規出店数は30店舗
（直営店（国内）27店舗、ＦＣ店（国内）２店舗、ＦＣ店（海外）１店
舗）、当連結会計年度末の店舗数は815店舗（直営店（国内）526店舗、Ｆ
Ｃ店（国内）281店舗、直営店（海外）４店舗、ＦＣ店（海外）４店舗）
となりました。
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直営店
（国内）

ＦＣ店
（国内）

直営店
（海外）

ＦＣ店
（海外）

合計

まいどおおきに食堂 125 206 3 1 335

神楽食堂　串家物語 80 27 - - 107

手作り居酒屋　かっぽうぎ 17 4 - - 21

つるまる 39 7 - 3 49

その他 265 37 1 - 303

合計 526 281 4 4 815

業態別店舗数内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：店）

事業別の営業の状況は次のとおりであります。

①まいどおおきに食堂事業
　「まいどおおきに食堂」につきましては、「できたて商品の提供」にこ
だわった既存店舗の改装の推進、季節メニューの導入、調理指導の強化、
計画的な販促活動、店舗内経費の効率的な削減等により、店舗収益力の強
化を図るとともに、時間帯別売上に基づく適切な営業時間での営業や適正
人員での運営等の店舗管理に注力してまいりました。
　また、テイクアウト対象店舗の拡大やメニューの充実に積極的に取り組
み、新しい生活様式においてもお客様に満足していただける店舗運営に努
めてまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度中において１店舗（直営店（国内）１店
舗）の新規出店を行い、当連結会計年度末店舗数は335店舗（直営店（国
内）125店舗、ＦＣ店（国内）206店舗、直営店（海外）３店舗、ＦＣ店
（海外）１店舗）と、直営部門の売上高は63億29百万円となりました。

②神楽食堂　串家物語事業
　「神楽食堂 串家物語」事業では、お客様自身が自由に串揚げを調理す
る方式の串揚げ料理店を展開しております。揚げる楽しさとできたての美
味しさを安心して味わっていただけるよう感染症対策を徹底し、お客様に
安心してご利用いただける体制作りに注力してまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度中において１店舗（ＦＣ店（国内）１店
舗）の新規出店を行い、当連結会計年度末店舗数は107店舗（直営店（国
内）80店舗、ＦＣ店（国内）27店舗）となり、直営部門の売上高は59億31
百万円となりました。
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③手作り居酒屋　かっぽうぎ事業
　「手作り居酒屋 かっぽうぎ」につきましては、昼は定食での需要およ
び弁当での中食需要を、そして夜はアットホームな雰囲気の中でいわゆる
お母さんの手作り料理と豊富な飲み物を低価格で提供する居酒屋需要の取
り込みを図るとともに、調理指導の強化、計画的な販促活動、店舗内経費
の効率的な削減により、店舗収益力の強化に努めてまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は21店舗（直営店（国内）17店
舗、ＦＣ店（国内）４店舗）となり、直営部門の売上高は５億50百万円と
なりました。

④つるまる事業
　「つるまる」につきましては、オフィス街を中心とした出店により低価
格のうどんをご提供させていただく「鶴乃庄つるまる饂飩」、店内で製麺
したうどんをご提供させていただく「鶴丸饂飩本舗」を展開し、幅広いお
客様層から変わらぬご支援をいただいております。
　以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は49店舗（直営店（国内）39店
舗、ＦＣ店（国内）７店舗、ＦＣ店（海外）３店舗）となり、直営部門の
売上高は12億84百万円となりました。

⑤その他ブランド事業
　「その他のブランド事業」につきましては、「日常食を取りそろえ、健
康を食べていただく『第二の食卓』を実現します」をキャッチコピーとし
た「さち福や」、目の前で揚げるできたての天麩羅をお手軽に楽しめる専
門店「天麩羅えびのや」、『日本の古き良き文化を伝える喫茶店』であり
地域の食卓・憩いの場を提供する「喫茶店　ピノキオ」等を展開しており
ます。
　以上の結果、当連結会計年度中において23店舗（直営店（国内）23店
舗）の新規出店を行い、当連結会計年度末の店舗数は303店舗（直営店
（国内）265店舗、ＦＣ店（国内）37店舗、直営店（海外）１店舗）とな
り、売上高は101億91百万円となりました。

⑥ＦＣ事業
　「ＦＣ事業」につきましては、加盟企業との親密なコミュニケーション
を図りながら問題点の洗い出しや解消を図り、さらなる集客や売上の向上
を目指しております。
　新型コロナの影響により集合会議等を自粛している状況の中、リモート
会議、フランチャイズニュースの刊行、少人数による個別店舗案内を行う
とともに、既存ブランドの店舗改装やメニュー提案、場合により業態変更
の提案等を行ってまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度中において２店舗（ＦＣ店（国内）１店
舗、ＦＣ店（海外）１店舗）の新規出店を行い、当連結会計年度末の店舗
数は285店舗（ＦＣ店（国内）281店舗、ＦＣ店（海外）４店舗）となり、
売上高は11億66百万円となりました。
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当期 前期
増減

金額
前年同期比

(％)

   まいどおおきに食堂 6,329 7,019 △689 90.2

   神楽食堂　串家物語 5,931 6,180 △249 96.0

   手作り居酒屋 かっぽうぎ 550 1,017 △466 54.1

   つるまる 1,284 1,407 △123 91.2

   その他ブランド 10,191 9,913 277 102.8

 直営事業　計 24,287 25,538 △1,251 95.1

 加盟金売上 20 41 △21 48.5

 ロイヤリティ売上 468 550 △81 85.2

 イニシャル売上 31 47 △16 66.2

  ランニング売上 645 627 18 103.0

ＦＣ事業　計 1,166 1,266 △100 92.1

合計 25,453 26,805 △1,351 95.0

（事業の種類別売上）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  （注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

　　　　２．イニシャル売上は、出店時に必要な店舗設備、備品などの売上であります。

　　　　３．ランニング売上は、店舗運営時に必要な消耗品類などの売上であります。

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度につきましては、主に直営店舗の新規出店に対する設備投

資を実施いたしました。この結果、当連結会計年度における設備投資の総額

は４億95百万円となりました。

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度につきましては、新規出店、既存店舗改装の目的および新

型コロナウイルス感染拡大とその長期化に備えて、金融機関より借入金とし

て９億円、資本性劣後ローンの実行として37億円の調達を行いました。
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区 分
2018年度
第20期

2019年度
第21期

2020年度
第22期

2021年度
第23期

(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 36,145 38,393 26,805 25,453

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) 2,189 884 △2,876 2,830

親会社株主に帰
属する当期純利
益又は親会社株
主に帰属する当
期純損失（△）

(百万円) 911 △103 △4,998 709

１ 株 当 た り
当期純利益又は１株当た
り 当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) 21.25 △2.40 △115.82 16.27

総 資 産(百万円) 21,759 26,175 24,397 28,143

純 資 産(百万円) 9,465 9,092 3,565 5,123

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 220.19 210.62 82.43 116.33

(4) 直前３事業年度の財産および損益の状況の推移

　①　企業集団の財産および損益の状況

(注） １. 第21期における数値は、過年度決算訂正を反映した数値であります。

２. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表記しております。

３. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失および１株当たり純資産額は小数

第３位を四捨五入して表記しております。

４. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基

づき算出しております。

５. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。

６. 当社は2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っ

ております。このため、2018年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株

当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失および１株当たり純資産額を算定して

おります。
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区 分
2018年度
第20期

2019年度
第21期

2020年度
第22期

2021年度
第23期

（当事業年度）

売 上 高 又 は
営 業 収 入

(百万円) 34,300 35,911 13,053 2,746

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) 2,203 1,570 △1,284 407

当期純利益又は当
期 純 損 失 （ △ ）

(百万円) 987 △29 △3,692 △21

１ 株 当 た り
当期純利益又は１株当
たり当期純損失（△）

(円) 23.00 △0.70 △85.56 △0.49

総 資 産(百万円) 21,214 25,542 22,510 25,104

純 資 産(百万円) 9,494 9,183 4,999 5,802

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 220.88 212.71 115.65 131.76

　②　当社の財産および損益の状況

(注） １. 第21期における数値は、過年度決算訂正を反映した数値であります。

２. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表記しております。

３. 当社は2020年７月１日付で持株会社体制へ移行しております。

４. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失および１株当たり純資産額は小数

第３位を四捨五入して表記しております。

５. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基

づき算出しております。

６. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。

７. 当社は2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っ

ております。このため、2018年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株

当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失および１株当たり純資産額を算定して

おります。
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会　社　名 所在地 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社フジオフードシステム 大 阪 市 北 区 1 0 百 万 円 100.0％ 飲食店の運営等

株式会社グレートイースタン 沖縄県沖縄市 1 0 百 万 円 100.0％ 飲食店の運営等

上海藤尾餐飲管理有限公司 中国上海市 8,427,060人民元 100.0％ 飲食店の運営等

F U J I O  F O O D  S Y S T E M
U . S . A .  C O . ,  L T D .

アメリカ合衆国
ハワイ州

$1,512,077.67 100.0％ 飲食店の運営等

F U J I O  F O O D  S Y S T E M
S I N G A P O R E  P T E . L T D .

シンガポール 4 7 3 百 万 円 100.0％ 飲食店の運営等

(5) 重要な親会社および子会社の状況

 　 ①　親会社との関係

 　　 該当事項はありません。

 　 ②　重要な子会社の状況
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(6) 対処すべき課題
　当社グループといたしましては、当面の対処すべき課題として以下のとおり
認識し、対策に取り組んでおります。
①既存店の収益力向上
　当社のグループ成長戦略の実現のためには、既存店の収益力向上が必要不可
欠と認識しております。さらなる収益力向上のため、「凡事徹底」（飲食店と
して当たり前のことを当たり前に行う）を直営店、ＦＣ店の全店共通の合言葉
に、品質・接客・清潔さ（ＱＳＣレベル）の向上、お客様に喜んでいただける
お店作りに邁進してまいります。

②ＦＣ加盟店の出店促進と支援体制の強化
　ＦＣ加盟店の業績向上のため、出店候補地の探索支援、研修トレーナーの育
成支援など研修体制の充実を図り、また出店後の支援についても、支援体制を
強化することでＦＣ加盟店の収益力向上に邁進してまいります。

③時代のニーズに対応した業態の開発
　日常食・大衆食をキーワードに、多様化する消費者のニーズに的確に対応し
た業態をスピーディーに開発し、どの店舗においても良質かつ同質の商品サー
ビスが提供できるようにパッケージ化を進めることが重要であると考えており
ます。当社グループでは、既存業態のブラッシュアップ、新業態の開発を経営
の生命線であると捉え、新業態を開発することで他社との差別化を図ってまい
ります。

④人材の確保とスピーディーな人材育成の推進
　さらなる成長に向けて出店を進めていく上で優秀な人材を確保し、お客様に
満足していただけるサービスを提供できる人材として育成していくことは重要
な課題であると認識しております。このため当社グループは求人・採用のレベ
ルアップ、採用後の従業員に対するフォローの充実、「夢を持てるキャリアア
ッププラン制度」の再構築作業や人事評価制度の見直し・運用、ストックオプ
ション制度の導入等、従業員の定着を図るとともに、従業員のレベルアップを
図るため、毎月、営業店舗の全従業員を対象として様々な店舗運営ノウハウを
指導・教育する「階層別研修」を開催するなど、特に営業スタッフに向けた独
自の教育プログラムを実施・運営しています。さらには、「夢を持てるキャリ
アアッププラン制度」の一環としまして、「独立支援制度」のブラッシュアッ
プも実施し、既存の営業幹部・専門職ラインとは別に、志望者から申請に基づ
いた上で、一定の社内基準に達した者を選抜し、当社との業務委託契約の締結
により店主として独立し経営者を目指す道も用意されております。

⑤メニュー開発・仕入から商品提供までの体制強化
　外食産業には、「食」を直接提供する産業としてのレベルの高い安全衛生管
理体制の強化が求められております。より安全性の高い食材の確保に注力し、
「手作り感」を大切にした、リーズナブルな価格で安全で衛生管理の行き届い
た商品の提供ができるように体制を強化してまいります。

⑥新型コロナウイルス感染拡大に対する課題
　新型コロナウイルス感染症拡大防止策を継続するとともに、テイクアウト・
デリバリーメニューの強化および対象店舗拡充、利便性向上に向けたＤＸ（デ
ジタル・トランスフォーメーション）の推進、全社的な経費削減へ取り組んで
まいります。
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⑦継続企業の前提に関する重要事象等
　当社グループは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府による緊急事態宣
言及び各自治体からの営業自粛要請や営業時間短縮の要請を受け、一部店舗で
営業時間の短縮や臨時休業を実施した影響等による売上高の著しい減少に伴
い、重要な営業損失を計上することになりました。
　これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況
が存在しておりますが、当該重要事象等を解消、改善するための対応策とし
て、事業の収益改善及び費用削減等の施策を行い、財務状況の安定化を図って
おります。
　事業収益の改善策として、ライフスタイルの変化に対応するテイクアウトメ
ニューの充実や対象店舗拡大、デリバリー販売等を進めていくとともに、収益
を最大化させるため、店舗毎の状況に応じた営業時間の見直し、人員配置を見
直しての業務効率化等、あらゆるコストの見直し及び削減を強化してまいりま
す。
　また、資金面において、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明であ
ることから、資本性劣後ローンによる資金調達、第三者割当による自己株式の
処分及び第三者割当による新株予約権証券の発行を行い、当該状況の解消、改
善に努めてまいりました。
　以上により、当社グループとして継続企業の前提に関する重要な不確実性は
認められないと判断しております

　(7) 主要な事業内容（2021年12月31日現在）
　当社グループは、各種業態の飲食店の経営および飲食店フランチャイズ
チェーン本部の経営を主な事業内容としております。

大 阪 本 社 大阪市北区菅原町２番16号　FUJIO BLDG.

東 京 支 社 東京都中央区銀座１丁目21番17号　銀座FUJIO BLDG.

名 古 屋 支 社 名古屋市中村区椿町７番１号

沖 縄 支 社 沖縄県沖縄市山内３丁目２８－１

株式会社フジオフードシステム 大阪市北区菅原町２番16号　FUJIO BLDG.

株式会社グレートイースタン 沖 縄 県 沖 縄 市 山 内 ３ 丁 目 ２ ８ － １

上海藤尾餐飲管理有限公司 中華人民共和国上海市徐匯区零陵路751弄２号

F U J I O  F 0 0 D  S Y S T E M
S I N G A P O R E  P T E .  L T D .

24 Peck Street #04-03,
Singapore, 079314

　(8) 主要な事業所等（2021年12月31日現在）
①　当社の主要な事業所

②　主要な子会社

－ 10 －



従業員数 前連結会計年度末比増減数

498名 41名減

従業員数 前事業年度末比増減数 平均年齢 平均勤続年数

33(4)名 4名増(1名減) 47.2歳 8.5年

　(9) 従業員の状況（2021年12月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数には、パート・嘱託・派遣は含んでおりません。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は１日８時間で換算した年間の平均人員
を（　　）内に外書きで記載しております。

借入先 借入残高（百万円）

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,063

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 3,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,980

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,655

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,537

　(10) 主要な借入先の状況（2021年12月31日現在）

（注）１．上記借入残高には資本性劣後ローンが含まれております。

２．上記借入残高には株式会社りそな銀行を主幹事とする計９行からの協調融

資が含まれております。
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③　株主数 41,166名

株 主 名 所有株式数(株） 持 株 比 率 ( % )

有限会社エフエム商業計画 6,810,000 15.49

サ ッ ポ ロ ビ ー ル 株 式 会 社 5,992,800 13.63

藤 尾 政 弘 2,486,000 5.65

株式会社日本カストディ銀行 1,976,400 4.49

三井住友信託銀行株式会社 1,800,000 4.09

フ ジ オ 取 組 先 持 株 会 1,503,120 3.42

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社

1,409,500 3.20

サ ン ト リ ー ビ バ レ ッ ジ
ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社

1,400,000 3.18

伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 1,270,400 2.89

株 式 会 社 梅 の 花 1,100,000 2.50

２．会社の現況

　(1)　株式の状況（2021年12月31日現在）

①　発行可能株式総数　　　　　　　　　　　 普通株式　96,000,000株

②　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　 普通株式　44,639,860株

（注）新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は55,200株増加しておりま
す。

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（703,474）を控除して算出しております。

－ 12 －



回(行使価額) 行使期限 個数 保有者数

取締役(社外取締

役 を 除 く ）
第12回(661円)  2022年４月30日 385個 2名

新株予約権の総数（個） 14,295

新株予約権の目的である株
式の種類と数

普通株式　1,429,500株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
（円）

新株予約権１個当たり813

新株予約権の払込期日 2021年６月７日

新株予約権の行使期間
自 2021年６月８日
至 2024年６月７日

新株予約権の行使により株
式を発行する場合
の株式の発行価額および資
本組入額（円）

発行価額　　　 1,407.13
資本組入額　　 703

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできな
い。

割当先

第三者割当の方法により、発行した
新株予約権の総数をLong Corridor 
Alpha Opportunities Master Fund
に10,007個、MAP246 Segregated 
Portfolio, a segregated 
portfolio of LMA SPCに4,288個割
り当てた。

(2)　新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況（2021年12月31日現在）

・新株予約権の数　                                    385個

・目的となる株式の種類および数　        普通株式　154,000株

・取締役、その他役員の保有する新株予約権の区分別合計

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要事項

　2021年５月20日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権
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会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 藤 尾 政 弘

株 式 会 社 フ ジ オ フ ー ド シ ス テ ム
　 代 表 取 締 役 社 長

一 般 社 団 法 人 大 阪 外 食 産 業 協 会 理 事

一 般 社 団 法 人 食 博 覧 会 協 会 理 事 長

一般社団法人関西経済同友会幹事

一 般 社 団 法 人 日 本 フ ー ド サ ー ビ ス 協 会 理 事

一 般 社 団 法 人 日 本 フ ー ド サ ー ビ ス 協 会
　 近 畿 ブ ロ ッ ク 協 議 会 会 長

学 校 法 人 追 手 門 学 院 理 事

学 校 法 人 追 手 門 学 院 大 学 校 友 会 会 長

公 益 財 団 法 人 近 畿 警 察 官 友 の 会 理 事

取 締 役

副社長執行役員
九鬼 祐一郎

経 営 企 画 本 部 長

株式会社フジオフードシステム取締役

取 締 役 伊 東 康 孝

取 締 役 山 田 庸 男
ウェルス・マネジメント株式会社取締役

株 式 会 社 ア ー ク 監 査 役

常 勤 監 査 役 原 　 光 博 株式会社フジオフードシステム監査役

監 査 役 鎌 倉 寛 保

ト ラ ス コ 中 山 株 式 会 社 監 査 役

株 式 会 社 ユ ー シ ン 精 機 監 査 役

シ ン ・ エ ナ ジ ー 株 式 会 社 監 査 役

監 査 役 村 上 隆 男

大 成 建 設 株 式 会 社 取 締 役

株 式 会 社 テ レ ビ 北 海 道 取 締 役

サッポロホールディングス株式会社名誉顧問

 (3)　会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（2021年12月31日現在）
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(注）１.取締役伊東康孝氏、山田庸男氏は、社外取締役であります。

２. 監査役原光博氏、鎌倉寛保氏、村上隆男氏は、社外監査役であります。

３. 当社は、取締役伊東康孝氏、監査役原光博氏、監査役鎌倉寛保氏を株式会社東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており

ます。

４. 取締役山田庸男氏は、弁護士の資格を有しており、法務および会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。

５. 監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関す

る相当程度の知見を有するものであります。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社は、各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

同法第425条第１項が定める最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しており

ます。

　概要につきましては下記のとおりです。

イ．当該保険契約の被保険者の範囲

　当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び幹部職

従業員

ロ．当該保険契約の内容の概要

　被保険者がその業務につき行った行為（不作為を含む。）に起

因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害

賠償金や争訟費用等を填補されることとなります。ただし、贈収

賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った本人自身の損害等

は補償対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれ

ないようにするための措置を講じております。

－ 15 －



④　取締役および監査役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2020年１月16日に開催した取締役会において、取締役の個
人別の報酬等の決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につ
いて、その内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、
当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　なお、取締役の報酬等についてその妥当性および客観性・透明性を
確保する観点から、取締役会の諮問機関として、社外役員が過半数で
構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。
　取締役等の報酬の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本方針

当社の取締役（社外取締役は除く）の報酬は、企業価値の持続的
な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動
した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては職責を
踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的
には、「固定報酬としての基本報酬」、「短期インセンティブ報
酬（業績連動報酬）」および「長期インセンティブ報酬としての
非金銭報酬（譲渡制限付株式）」の構成としております。
なお、社外取締役の報酬額については、他社水準等を考慮しなが
ら総合的に勘案し、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うことと
し、監査役の報酬については、監査役会において協議し決定して
おります。

b.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責を基本に他社水準等も考
慮しながら、総合的に勘案し決定しております。

c.業績連動報酬
業績連動報酬（短期インセンティブ報酬）は、当事業年度の業績
に対する達成度を基本とし各指標を基準に評価レベル表に基づき
決定しております。

d.非金銭報酬等
長期インセンティブとしての非金銭報酬（譲渡制限付株式）は、
役位、職責を基本に総合的に勘案し決定しております。

e.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、当社代表取締役に対し、各取締役の基本報酬の額お
よび社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業
績連動報酬及び非金銭報酬の評価配分の決定を委任しておりま
す。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報
酬委員会がその妥当性等について確認しております。
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役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動

報酬

非金銭

報酬等

取締役

（うち社外取締役）

142

（12）

142

（12）

－

（－）

－

（－）

4

（2）

監査役

（うち社外監査役）

13

（13）

13

（13）

－

（－）

－

（－）

3

（3）

合計

（うち社外役員）

155

（25）

155

（25）

－

（－）

－

（－）

7

（5）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

(注）１.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれて
おりません。

２.取締役の報酬限度額は、2019年３月27日開催の第20回定時株主総会におい
て年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ない。）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数
は、10名（うち、社外取締役は２名）です。また、金銭報酬とは別枠で
2020年３月25日開催の第21回定時株主総会において、株式報酬の額として
年額45百万円以内、株式数の上限を年45,000株以内（社外取締役は付与対
象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９
名（うち、社外取締役は２名）です。

３.監査役の報酬限度額は、2017年３月30日開催の第18回定時株主総会におい
て年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査
役の員数は、４名（うち、社外監査役３名）です。

４.取締役会は、当社代表取締役藤尾政弘に対し、各取締役の基本報酬の額お
よび社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報
酬及び非金銭報酬の評価配分の決定を委任しております。委任した理由
は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を
行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任
された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等
について確認しております。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社との関係

　　　取締役山田庸男氏は、ウェルス・マネジメント株式会社の取締役、株式会社
アークの監査役を務めております。当社は上記２社との間には特別な関係はあ
りません。

　　　監査役原光博氏は、子会社である株式会社フジオフードシステムの監査役で
あります。

　　　監査役鎌倉寛保氏は、トラスコ中山株式会社、株式会社ユーシン精機、シ
ン・エナジー株式会社の監査役を務めております。当社は上記３社との間には
特別な関係はありません。

　　　監査役村上隆男氏は、大成建設株式会社、株式会社テレビ北海道の取締役を
務めております。当社は上記２社との間には特別な関係はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 お よ び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 伊 東 康 孝

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席い

たしました。主に会社経営者としての豊富な業務経験を活

かし、当該視点から積極的に意見を述べており、特に飲食

業について専門的な立場から助言等を行うなど、意思決定

の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして

おります。

取締役 山 田 庸 男

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席い

たしました。主に弁護士としての専門的見地から、取締役

会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定

の妥当性・適法性・適正性を確保するための適切な役割を

果たしております。

監査役 原 　 光 博

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席

し、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。会社経

営者としての豊富な業務経験から取締役会の意思決定の適

法性・適正性を確保するための発言を行っております。ま

た、監査役会においても適宜、必要な発言を行っておりま

す。

監査役 鎌 倉 寛 保

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席

し、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。公認会

計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の適法

性・適正性を確保するための発言を行っております。ま

た、監査役会においても適宜、必要な発言を行っておりま

す。

監査役 村 上 隆 男

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席

し、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。会社経

営者としての豊富な業務経験から取締役会の意思決定の適

法性・適正性を確保するための発言を行っております。ま

た、監査役会においても適宜、必要な発言を行っておりま

す。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定に基
づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が４回ありました。
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区分 報酬額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭そ

の他の財産上の利益の合計額
30百万円

(4)　会計監査人の状況

①　名称

　太陽有限責任監査法人

②　報酬等の額

　（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額には

これらの合計額を記載しております。

　　　　2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に

関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内

容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に会社法第399条第

１項の同意を行っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報

告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社は、当社定款第42条において、会社法第427条第１項の規定によ

り、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定

する契約を締結することができる旨を定めております。なお、当事業年

度末において会計監査人との間で、当該契約は締結しておりません。
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(5)　業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
①　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社および当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合すること
を確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について決
定した基本方針の概要は以下のとおりです。
　なお、当社は持株会社として、事業会社であるグループ会社とグループ経営会議
を定期的に開催することで、各社の状況把握および十分な意思疎通を図っておりま
す。

第１．当社および当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定
款に適合することを確保するための体制

当社および当社グループは、コンプライアンスの基本原則を設け、または次
のとおり定めている。
１．取締役および使用人は、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員と

しての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に
行動することが求められる。このような認識に基づき、社会規範、倫理
そして法令などの遵守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との
調和を図る。

２．取締役は、この実践のため経営理念、社是、社訓に従い、企業倫理の遵
守および浸透を率先垂範して行う。

３．当社は、グループコンプライアンス規程等に基づき、当社グループの関
連業務を統括・推進するとともに、当社グループの代表取締役等を構成
員とするグループコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコ
ンプライアンス体制の確立・強化を図る。

４．当社監査役は、監査役会規程および監査役監査基準等に基づき監査役監
査を行う。また、当社監査部は内部監査規程等に基づき内部監査を行
う。

５．当社は、業務執行に関する監督機能の維持・強化のために社外取締役を
選任する。

６．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、
経営理念、社是、社訓の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。

７．当社グループは、従業員等からのコンプライアンスに関する相談および
法令・定款に違反する事実等の通報を受けるために、社内通報制度を整
備して、不正事実およびその可能性を発見し、防止と是正に努める。

８．代表取締役および業務執行を担当する取締役に、使用人に対する危機管
理に係る教育・啓発を行わせる。

第２．当社および当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理
に関する体制
１．取締役の職務の執行に係る情報については、これに係る管理規程に基づ

き、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存しかつ管理
する。取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるもの
とする。

２．当社取締役会議長は、情報の保存および管理を監視・監督する責任者
（以下、「統制監視責任者」という。）となる。

３．当社経営企画本部長は、統制監視責任者を補佐する。また、上記１.に定
める文書その他の情報の保存および管理について指導を行うものとし、
それらの作成、保存、管理等は規程管理規程、決裁および稟議規程およ
び情報管理規程その他の社内規程等に基づき行う。
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第３．当社および当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１．当社取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現するこ

とを脅かすリスクに対処すべくリスク管理体制の実践的運用を行う。
２．当社社内にグループリスク管理委員会を設置し、当社グループのリスク

管理体制の整備、問題点の把握、必要な見直しおよび危機発生時の対応
を検討し、取締役会に報告する。

３．当社グループの与信・品質管理、安全衛生その他の日常業務に係るリス
ク管理は、それぞれに関する規程、マニュアル、手順書、手続書等に基
づき行う。

４．情報セキュリティに係るリスク管理は、ＩＴ化等により重要度が増す情
報・システム管理に対応するために、管理・バックアップ体制等を必要
に応じて見直す。

５．災害・事故その他の経営に係る緊急事態に対しては、発生時に代表取締
役指揮の下、迅速な対応を行うとともに、損害の拡大を防止する。

６．当社監査部は、内部監査において損失の危険を発見した場合は、内部監
査規程等に基づき、当該部門の長に通告するとともに、直ちに代表取締
役他関連部署に報告する。

第４．当社および当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制
１．当社は、グループ中期経営計画および年度計画にもとづき、進捗管理を

行い目標達成のための施策を実施する。
２．取締役会は、原則毎月１回開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。
３．社内諸規程を整備し、職務分掌および職務権限を明確にし、適時適切な

報告体制を整備する。

第５．当社グループ各社における業務の適正を確保するための体制および職務の執
行にかかる事項の当社への報告に関する体制
当社グループの業務の適正を確保するため、代表取締役および業務執行を担
当する取締役は、社会規範に照らし経営方針に沿って適正に運営されている
ことを確認する体制とする。
（１）グループ各社の事業運営、リスク管理体制等については、担当取締役

が、総合的に助言・指導を行う。
（２）定期的にグループ経営会議を開催し、グループ各社が業務執行状況の

報告を行うほか、グループ各社について当社で担当執行役員を定め、
当該担当執行役員が各社と一定の重要事項について協議、情報交換等
を行うことを通じて、当社グループ全体における経営の健全性、効率
性等の向上を図る。

（３）関係会社管理規程に基づき、グループ各社の経営に関する管理を行
う。

（４）当社グループとして業務の適正を確保するため、代表取締役および業
務執行を担当する取締役は、社会規範に照らしグループ各社が経営方
針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。

第６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項、監査役の補助を行う使用人の取締役からの独立性に関
する事項
１．当社および当社グループは、当社の規模から、当面、監査役の職務を補

助すべき使用人を置かない。
２．使用人は監査役から調査の委嘱を受け、監査役の職務を補助するものと

する。
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第７．監査役の第６．の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
１．必要に応じて使用人が監査役（会）事務局業務および監査役の職務の補

助を行うこととし、監査役の使用人に対する指揮命令に関し、取締役以
下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないことを徹底す
る。

２．取締役および従業員は、監査役が行う監査に積極的に協力する。
３．監査役は、その独自の計画・スケジュールに基づき、監査部と緊密な連

携を保ちながら、監査対象とする部門の長および従業員と面談できる。
４．監査役は、代表取締役、当社の監査法人それぞれとの間で、随時に会合

をもち意見交換を行う。

第８．取締役および使用人が監査役に報告するための体制、当社の子会社の取締役
および使用人等が監査役に報告をするための体制、監査役へ報告をした者が
当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
１．監査役は、取締役会、グループ経営会議、その他重要と監査役が判断す

る会議に出席できる。
２．監査役からその職務執行に関する事項の説明を求められた場合、および

コンプライアンス違反事項を認識した場合、速やかに監査役へ報告を行
う。また、使用人の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、
一切行わない。

３．当社は当社グループ内外に窓口を置く内部通報制度を設け、法令違反等
を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じない
ことを確保する。

４．当社グループの取締役および使用人は、以下の事項について、発見次第
速やかに監査役または監査役会に対し報告を行う。
①当社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上ま
たは財務上の諸問題

②その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

第９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当
該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事
項
１．当社は、監査役から、その職務の執行について必要な費用の請求を受け

た場合は、速やかに当該費用の支払いを行う。
２．当社は、監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、

公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど
必要な監査費用を認める。

第１０．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１．常勤監査役は、取締役および使用人から、重要事項について、常に報告

を受け、また調査を必要とする場合には経営企画本部に要請して、監査
が効率的に行われる体制とする。

２．当社は、特に財務上の問題については、会計監査人との面談の場を年４
回程度持ち、問題点につき協議する。このような体制で、監査がより実
効的に行われることを確保する。

－ 22 －



第１１．財務報告の信頼性を確保するための体制
１．取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役を適切に監督

する。
２．代表取締役は、健全に行われている当社グループの個々の業務に十分配

慮しつつ本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システムの整備
運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体
制の維持・向上を図る。

第１２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備体制
１．基本的な考え方

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とのい
かなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応する。

２．整備状況
コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する行動指針を定
め、使用人全員に周知徹底する。

②業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間（当事業年度の末
日から遡って１か年）における実施状況は次のとおりであります。

第１．法令・定款への適合を確保するための体制
　法令順守、高度の倫理観・価値観を遵守のうえ公正かつ適切な経営の実
現と醸成のため、当社各取締役会後に時間を設け、社内のコンプライアン
ス委員会より活動実績と今後の方針の共有・啓蒙活動を実施いたしまし
た。

第２．損失の危険の管理に関する体制
　当社における与信・品質管理、安全衛生その他日常業務におけるリスク
管理のため、関係する規程、マニュアル等を再度確認のうえ、それらの周
知徹底と手順・手続の流れ等について確認させるため、店長を始めとする
当社従業員に対して教育を実施いたしました。

第３．効率的な職務執行を確保するための体制
　当社は取締役会を毎月１回開催することで機会を逸することのない効率
的な職務執行を確保し、また取締役会の前日には適宜、グループ経営会議
を実施することで、幹部にタイムリーな情報を共有し勘案したうえで効率
的な活動が行えるようにいたしました。

第４．企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、当社と子会社間の情報の伝達・報告や業務の有効な範囲におい
てＩＴを活用するとともに、子会社において検討すべき事案が発生したと
きは直ちに当社関係部署に内容を共有することで、企業集団における経営
の健全性、業務の適正性を確保する体制を構築いたしました。

第５．監査役の実効的な監査を確保するための体制
　当社監査役は、代表取締役社長、会計監査人、監査部、法務室と定期的
に意見交換の場を持ったほか、コンプライアンス委員会を始めとする各種
社内委員会に出席し、内部統制に関する状況の把握に努めました。
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（2021年12月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金　　額 科 目 金　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 払 費 用

預 け 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

　 減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

敷 金 ・ 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

12,294

8,066

453

135

271

1,138

2,230

△0

15,849

8,172

16,875

5,878

859

7

396

△15,845

1,627

1,562

64

6,049

402

260

719

3,754

990

△78
　

流 動 負 債 10,241

買 掛 金 1,252

短 期 借 入 金 3,655

一年内返済予定の長期借入金 2,390

未 払 金 1,190

未 払 費 用 551

未 払 法 人 税 等 537

賞 与 引 当 金 0

未 払 消 費 税 等 194

資 産 除 去 債 務 15

株 主 優 待 引 当 金 198

そ の 他 254

固 定 負 債 12,777

長 期 借 入 金 10,657

長 期 未 払 金 113

リ ー ス 債 務 30

資 産 除 去 債 務 1,146

繰 延 税 金 負 債 28

預 り 保 証 金 245

持分法適用に伴う負債 554

負 債 合 計 23,019

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,119

資 本 金 2,231

資 本 剰 余 金 2,526

利 益 剰 余 金 801

自 己 株 式 △439

その他の包括利益累計額 △8

その他有価証券評価差額金 △46

　為替換算調整勘定 37

新 株 予 約 権 12

純 資 産 合 計 5,123

資 産 合 計 28,143 負 債 ・ 純 資 産 合 計 28,143

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年１月１日から
2021年12月31日まで )

科 目 金　　　　　額

売 上 高 25,453

売 上 原 価 9,389

売 上 総 利 益 16,063

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,407

営 業 損 失 3,343

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4

賃 貸 収 入 12

助 成 金 収 入 5,880

雇 用 調 整 助 成 金 546

そ の 他 58 6,503

営 業 外 費 用

支 払 利 息 97

賃 貸 収 入 原 価 9

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 69

支 払 手 数 料 136

そ の 他 15 329

経 常 利 益 2,830

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 1

固 定 資 産 売 却 益 83

受 取 立 退 料 62

助 成 金 収 入 204

そ の 他 13 364

特 別 損 失

店 舗 解 約 損 98

固 定 資 産 除 却 損 110

減 損 損 失 966

店 舗 休 止 損 失 121

そ の 他 112 1,409

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,784

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 518

法 人 税 等 調 整 額 555 1,074

当 期 純 利 益 709

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 709

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年１月１日から
2021年12月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 2,210 2,092 199 △876 3,625

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 20 20 － － 41

剰 余 金 の 配 当 － － △107 － △107

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

－ － 709 － 709

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 － 414 － 437 851

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － －

当連結会計年度変動額合計 20 434 601 437 1,493

当連結会計年度末残高 2,231 2,526 801 △439 5,119

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証
券 評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 △78 12 △66 5 3,565

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 － － － － 41

剰 余 金 の 配 当 － － － － △107

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

－ － － － 709

自 己 株 式 の 取 得 － － － － △0

自 己 株 式 の 処 分 － － － － 851

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

32 25 57 6 64

当連結会計年度変動額合計 32 25 57 6 1,558

当連結会計年度末残高 △46 37 △8 12 5,123

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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・持分法を適用した非連結子会社数２社

連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社
・主要な連結子会社の名称 株式会社フジオフードシステム

株式会社グレートイースタン
上海藤尾餐飲管理有限公司

(2) 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 FUJIO FOOD SYSTEM U.S.A. CO., LTD.

FUJIO FOOD SYSTEM SINGAPORE PTE.LTD.
FUJIO FOOD SYSTEM FRANCHISING, INC.
株式会社フジオファーム
株式会社フジオチャイルド
株式会社どん
株式会社サバ６製麺所
有限会社暮布土屋

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資
産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書
類に重要な影響を及ぼさないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 FUJIO FOOD SYSTEM U.S.A. CO., LTD.
FUJIO FOOD SYSTEM SINGAPORE PTE.LTD.

・持分法を適用した関連会社数 ２社
・主要な会社等の名称 株式会社博多ふくいち

美樂食餐飲股份有限公司

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 FUJIO FOOD SYSTEM FRANCHISING, INC.

株式会社フジオファーム
株式会社フジオチャイルド
株式会社どん
株式会社サバ６製麺所
有限会社暮布土屋

・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社はいずれも小規
模であり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、
かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲
から除外しております。
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① 有形固定資産

　(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社

は定額法を採用しております。

ただし、当社は、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物及び構築物　　２～50年

　　工具器具備品　　　２～20年

② 無形固定資産

　(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用してお

ります。

(3) 持分法適用手続きに関する特記事項

　持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、各社の事業

年度に係る計算書類を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社グレートイースタンの決算日は９月30日であります。連結

計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に発

生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の

決算日は、連結会計年度と同一であります。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 　その他有価証券

　・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

　・時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

なお、国内連結子会社は、主として総平均法による原

価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見

込額のうち当連結会計年度の負担すべき額を計上し

ております。

③ 株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると

見込まれる額を合理的に見積り計上しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入利息

③ ヘッジ方針 借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的に

のみ取引を限定する方針であります。

④ ヘッジの有効性評価の方法 当社の行っている金利スワップ取引は、その全てが

特例処理の要件を満たしているため、その判定をも

ってヘッジ有効性評価の判定に代えております。

(5) のれんの償却に関する事項

のれんの償却方法及び償却期間 その効果が発現すると見積られる期間で均等償却して

おります。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当

連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結注記表に会計上の見積りに関す

る注記を記載しております。
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会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ

て、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとお

りです。

１．直営店舗に係る固定資産の減損

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産　6,128百万円

減損損失　　　　830百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

　当社グループは、主に飲食店の直営事業を営んでおりキャッシュ・フローを生み出す

最小単位として主に店舗を基本単位とした資産グルーピングを行っております。

　資産グループごとに営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている場合や

退店の意思決定を行った店舗等を減損の兆候があるものとしております。

　減損の兆候がある店舗については、資産グループから得られる割引前将来キャッシ

ュ・フローの総額と帳簿価額を比較し減損損失の認識の要否を判定しております。

　判定の結果、減損損失の認識が必要となった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として計上しております。

　割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、店舗の売上高、売上

原価率、人件費、店舗家賃等の将来予測であります。

　また、新型コロナウイルス感染症による業績への影響につきましては、（追加情報）

に記載のとおり、翌連結会計年度の前半にわたり影響が継続するものの緩やかに回復

し、後半には感染拡大前の売上高の水準まで回復するものとの仮定を置いております。

　これらの見積りにおいて用いた仮定が新型コロナウイルスの感染状況や経営環境の変

化等により見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度において、減損損失を認識

する可能性があります。

２．株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　1,504百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

　当社グループは株式会社グレートイースタンの全株式を取得した企業買収により発生

したのれんの未償却残高を連結貸借対照表に計上しています。

　取得原価のうち当該のれんに配分された金額が相対的に多額となっているため、減損

の兆候があると判断し、のれんを含む資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの

総額と帳簿価額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上

回るため減損損失の認識は不要と判断しております。

　割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画における主要な仮定は、店舗の

売上高、売上原価率、人件費、店舗家賃等の将来予測であります。

　また、新型コロナウイルス感染症による業績への影響につきましては、（追加情報）

に記載のとおり、翌連結会計年度の前半にわたり影響が継続するものの緩やかに回復

し、後半には感染拡大前の売上高の水準まで回復するものとの仮定を置いております。

　これらの見積りにおいて用いた仮定が新型コロナウイルスの感染状況や経営環境の変

化等により見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度において、減損損失を認識

する可能性があります。
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３．繰延税金資産の回収可能性

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　719百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

　繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第26号 2018年２月16日）に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末におけ

る将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来の税金負担額を軽減することが

できると認められる範囲内で計上しております。

　当社グループは、取締役会にて承認を受けた事業計画を基礎として将来の課税所得の

発生金額や発生時期等を見積っております。

　将来の課税所得の基礎となる事業計画における主要な仮定は、新規出店を含む店舗の

売上高、売上原価率、人件費、店舗家賃等の将来予測であります。

　また、新型コロナウイルス感染症による業績への影響につきましては、（追加情報）

に記載のとおり、翌連結会計年度の前半にわたり影響が継続するものの緩やかに回復

し、後半には感染拡大前の売上高の水準まで回復するものとの仮定を置いております。

　これらの見積りにおいて用いた仮定が新型コロナウイルスの感染状況や経営環境の変

化等により見直しが必要となった場合には、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える

可能性があります。

追加情報

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、全国の一部店舗の休業及び営業時間の短縮

等により来客数が減少し経営成績に大きな影響を受けております。

　ワクチン接種普及等により経済活動は持ち直しの動きが見られていたものの、新たな変異

株の感染拡大の懸念もあり翌連結会計年度の前半にわたり影響が継続するものの緩やかに回

復し、後半には感染拡大前の売上高の水準まで回復するものとした仮定に基づき、固定資産

の減損、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

　なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性が

あります。
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現金及び預金 83百万円

土地 590百万円

建物 696百万円

敷金・保証金 40百万円

合　計 1,409百万円

一年内返済予定の長期借入金 261百万円

長期借入金 559百万円

合　計 821百万円

株式会社フジオファーム 116百万円
有限会社暮布土屋 98百万円

合　計 214百万円

商品 30百万円

原材料 95百万円

貯蔵品 8百万円

合　計 135百万円

連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

　(1) 担保に供している資産

　(2) 対応する債務

２．保証債務

　金融機関の借入の保証

３．有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

４．たな卸資産の内訳
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当 連 結 会 計 年 度

期 首 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末

株 式 数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 44,584,660 55,200 － 44,639,860

合 計 44,584,660 55,200 － 44,639,860

当 連 結 会 計 年 度

期 首 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末

株 式 数

普 通 株 式 1,403,430 44 700,000 703,474

2021年３月30日開催の第22回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 107百万円

・１株当たり配当額 2.5円

・基準日 2020年12月31日

・効力発生日 2021年３月31日

2022年３月30日開催予定の第23回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 109百万円

・１株当たり配当額 2.5円

・基準日 2021年12月31日

・効力発生日 2022年３月31日

2015年12月
取締役会決議分
（第12回）

2021年５月
取締役会決議分
（第13回）

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 198,000株 1,429,500株

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加55,200株は新株予約権の権利行使による増加であり
ます。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加44株は単元未満株式の買取りによる増加でありま
す。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少700,000株は取締役会決議に基づく第三者割当に
よる自己株式の処分による減少であります。

３．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

４．当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
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金融商品に関する注記

　１．金融商品の状況に関する事項

　　(1)　金融商品に対する取組方針

　　　　当社グループは、資金運用については、預金等の安全性の高い金融資産に限定し、ま

た、資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。デリ

バティブは借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方

針であります。

　　(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　　金融資産の主なものには、現金及び預金、売掛金、預け金、投資有価証券、敷金・保証

金があります。現金及び預金については、主に普通預金及び当座預金であり、預入先の信

用リスクに晒されておりますが、預入先は信用度の高い銀行であります。預け金、売掛金

については、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、適切な債

権管理を実施する体制としております。投資有価証券については、市場価格の変動リスク

に晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式がほとんどであり、当該リ

スクに関しては定期的に時価や発行体の財務状況等を把握する体制としております。敷

金・保証金は、主に店舗の賃貸借契約による差入預託保証金であり、相手先の信用リスク

に晒されておりますが、当該リスクに関しては、適切な債権管理を実施する体制としてお

ります。

　　　　金融負債の主なものには、買掛金、未払金、未払法人税等、借入金があります。買掛

金、未払金については、ほとんどが２ヵ月以内の支払い期日であります。借入金の使途は

設備投資であります。

　　　　デリバティブは借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金

利スワップ取引であります。

　　　　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評

価方法等については、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

「４．会計方針に関する事項(4)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

　　　　執行・管理については、信用リスクを回避するために、格付けの高い金融機関とのみ取

引を行っております。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

資産

① 現金及び預金 8,066 8,066 －

② 売掛金 453 453 －

③ 預け金 1,138 1,138 －

④ 投資有価証券 402 402 －

⑤ 敷金・保証金 3,754 3,696 △58

資産計 13,815 13,756 △58

負債

① 買掛金 1,252 1,252 －

② 短期借入金 3,655 3,655 －

③ 未払金 1,190 1,190 －

④ 未払法人税等 537 537 －

⑤ 長期借入金 13,048 13,081 32

負債計 19,683 19,716 32

　２．金融商品の時価等に関する事項

　　　　2021年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについて

は、次表には含まれておりません。
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区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

預り保証金 245

関係会社株式 260

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

　　資産

　　①　現金及び預金、②　売掛金、③　預け金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

　　④　投資有価証券

　投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

　　⑤　敷金・保証金

　敷金・保証金の時価については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フロ

ーを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。

　　負債

　　①　買掛金、②　短期借入金、③　未払金、④　未払法人税等

　　　　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

　　⑤　長期借入金

　　　　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの

特例処理の対象とされており（下記　デリバティブ取引参照）、当該金利スワップと一体

として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積

もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、一年内返済予定の長期

借入金は長期借入金に含めております。

　　デリバティブ取引

　　　　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし

て処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　預り保証金については、無金利の営業保証金であり、期限の定めのないことにより、

返還見込年数が特定できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記

表には含めておりません。

　関係会社株式については市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること

ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めており

ません。
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１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 2,390 2,020 1,402 761 2,624 3,848

合計 2,390 2,020 1,402 761 2,624 3,848

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

（百万円）当連結会計年度期首残高
（百万円）

当連結会計年度増減額
（百万円）

当連結会計年度末残高
（百万円）

531 △90 441 486

１株当たり純資産額 116円33銭

１株当たり当期純利益 16円27銭

（注３）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、大阪府その他の地域において、賃貸用不動産および遊休不動産を有しており

ます。

2021年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は３百万円（賃貸収入は営業

外収益に計上）であります。

　２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）時価の算定方法

　　　　　期末の時価は、社外の不動産鑑定士による評価額によっております。なお、第三者か

らの取得時や直近の期末時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考

えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整し

た金額によっております。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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　期首残高 1,179百万円

　有形固定資産の取得に伴う増加額 54百万円

　時の経過による調整額 15百万円

　資産除去債務の履行による減少額 86百万円

　期末残高 1,162百万円

用途 場所 種類
減損損失の金額

（百万円）

直営店舗
大阪府他
（63店舗）

建物及び構築物 769

工具器具備品 57

その他 3

遊休資産 滋賀県
建物及び構築物 125

土地 10

その他の注記

　資産除去債務

　資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要
　店舗等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約並びに賃貸用不動産の定期借地権契約に
伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
　使用見込期間を取得から10年～15年と見積り、割引率は0.1％～1.2％を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。

3. 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し
ました。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基本単位と
した資産グルーピングを行っております。また、遊休資産については、個々の資産単位でグ
ルーピングを行っております。
　その結果、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗及び退店の意思
決定を行った店舗について建物及び構築物、工具器具備品等の資産グループの帳簿価額を、
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッ
シュ・フローが見込めない資産については回収可能価額をゼロとして評価しております。
　また、遊休資産の資産グループの帳簿金額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として計上しております。当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、正味売却価額は不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額から処分費用見込額を差し
引いて算定しております。
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（2021年12月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 7,282 流 動 負 債 6,849

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

預 け 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

の れ ん

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関係会社株式・出資金

出 資 金

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 営 業 債 権

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 ・ 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

4,406

9

0

16

1

22

2,740

79

5

△0

17,822

8,627

15,310

404

5,645

837

323

6

7

△13,907

114

45

11

58

9,080

402

3,945

2

7

88

71

66

368

3,514

700

△87
　

短 期 借 入 金 3,955

一年内返済予定の長期借入金 2,390

リ ー ス 債 務 17

未 払 金 129

未 払 費 用 9

未 払 法 人 税 等 52

預 り 金 78

前 受 収 益 0

資 産 除 去 債 務 15

株 主 優 待 引 当 金 198

そ の 他 2

固 定 負 債 12,453

長 期 借 入 金 10,657

リ ー ス 債 務 18

預 り 保 証 金 245

資 産 除 去 債 務 1,030

債務保証損失引当金 500

負 債 合 計 19,302

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,835

資 本 金 2,231

資 本 剰 余 金 2,525

資 本 準 備 金 2,111

そ の 他 資 本 剰 余 金 414

利 益 剰 余 金 1,518

利 益 準 備 金 18

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,500

別 途 積 立 金 184

繰 越 利 益 剰 余 金 1,315

自 己 株 式 △439

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △46

その他有価証券評価差額金 △46

新 株 予 約 権 12

純 資 産 合 計 5,802

資 産 合 計 25,104 負 債 ・ 純 資 産 合 計 25,104

貸　借　対　照　表

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年１月１日から
2021年12月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

営 業 収 入

関 係 会 社 受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ 1,520

関 係 会 社 不 動 産 賃 貸 料 1,225 2,746

営 業 総 利 益 2,746

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,134

営 業 利 益 612

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4

賃 貸 収 入 3

受 取 配 当 金 3

敷 金 返 還 差 益 9

為 替 差 益 6

そ の 他 6 34

営 業 外 費 用

支 払 利 息 97

賃 貸 収 入 原 価 1

支 払 手 数 料 136

そ の 他 3 238

経 常 利 益 407

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 232

新 株 予 約 権 戻 入 益 1

固 定 資 産 売 却 益 82

受 取 立 退 料 45

そ の 他 13 374

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 113

減 損 損 失 399

子 会 社 株 式 評 価 損 35

貸 倒 損 失 89

そ の 他 23 660

税 引 前 当 期 純 利 益 121

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 34

法 人 税 等 調 整 額 108 143

当 期 純 損 失 21

損　益　計　算　書

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 40 －



(2021年１月１日から
2021年12月31日まで)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計資 本

準 備 金

その他
資本

剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金

繰越利益剰

余 金

当 期 首 残 高 2,210 2,090 － 2,090 18 184 1,445 1,647 △876 5,072

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 20 20 － 20 － － － － － 41

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △107 △107 － △107

当 期 純 損 失 － － － － － － △21 △21 － △21

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － － － △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 － － 414 414 － － － － 437 851

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 20 20 414 434 － － △129 △129 437 763

当 期 末 残 高 2,231 2,111 414 2,525 18 184 1,315 1,518 △439 5,835

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △78 △78 5 4,999

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 － － － 41

剰 余 金 の 配 当 － － － △107

当 期 純 損 失 － － － △21

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0

自 己 株 式 の 処 分 － － － 851

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

32 32 6 39

当 期 変 動 額 合 計 32 32 6 802

当 期 末 残 高 △46 △46 12 5,802

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式　 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　　２～50年

　　構築物　　　　５～40年

　　機械装置　　　　　９年

　　車両運搬具　　３～６年

　　工具器具備品　２～20年

(2）無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見

込額のうち当事業年度の負担すべき額を計上してお

ります。

(3）株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると

見込まれる額を合理的に見積り計上しております。

(4）債務保証損失引当金 関係会社への債務保証にかかる損失に備えるた

め、被保証先の財政状態等を勘案して、損失見込

額を計上しております。

－ 42 －



４．重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入利息

③ ヘッジ方針 借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的

にのみ取引を限定する方針であります。

④ ヘッジの有効性評価の方法 当社の行っている金利スワップ取引は、その全てが

特例処理の要件を満たしているため、その判定をも

ってヘッジ有効性評価の判定に代えております。

５．のれんの償却に関する事項

のれんの償却方法及び償却期間 その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却

しております。

６．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　連結計算書類「連結注記表（表示方法の変更に関する注記）」に同一の記載をしているた

め、注記を省略しております。

会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事

業年度以降の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

１．株式会社グレートイースタンに係る関係会社株式の評価

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　2,751百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

　株式会社グレートイースタンの株式は、超過収益力を反映した価額で取得しておりま

す。

　当社は株式会社グレートイースタンの株式について、市場価格のない株式等に該当す

るため超過収益力が減少し株式の実質価額が取得原価に比べて著しく低下した場合には

減損処理を行う方針としております。当該株式について、事業計画等により超過収益力

は減少していないと判断し、超過収益力を反映させた実質価額が取得原価に比べて著し

く低下していないため、減損処理を行っておりません。

　当該事業計画における主要な仮定の内容については、「連結計算書類　連結注記表

（会計上の見積りに関する注記) ２．株式会社グレートイースタンに係るのれんの評価　

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項」に記載した内容と

同一であります。

　これらの見積りにおいて用いた仮定が新型コロナウイルスの感染状況や経営環境の変

化等により見直しが必要となった場合には、翌事業年度において、関係会社株式評価損

を計上する可能性があります。
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現金及び預金 83百万円

土地 590百万円

建物 696百万円

敷金・保証金 40百万円

合　計 1,409百万円

一年内返済予定の長期借入金 261百万円
長期借入金 559百万円

合　計 821百万円

株式会社フジオファーム 116百万円
有限会社暮布土屋 98百万円

合　計 214百万円

短期金銭債権 2,635百万円

短期金銭債務 310百万円

長期金銭債権 136百万円

２．繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産　368 百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

「連結計算書類　連結注記表（会計上の見積りに関する注記）３．繰延税金資産の回収

可能性 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項」に記載し

た内容と同一であります。

追加情報

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　連結計算書類「連結注記表（追加情報）」に同一の記載をしているため、注記を省略して

おります。

貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1) 担保に供している資産

(2) 対応する債務

２．保証債務

　金融機関の借入の保証

３．有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

４．関係会社に対する金銭債権、債務
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営業収入 2,746百万円

販売費及び一般管理費 0百万円

営業取引外の取引による取引高 7百万円

当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 1,403,430 44 700,000 703,474

繰延税金資産

　貸倒損失 27百万円

　土地評価減 19百万円

　減損損失 153百万円

　株主優待引当金 64百万円

　債務保証損失引当金 153百万円

　資産除去債務 320百万円

　繰越欠損金 1,112百万円

　その他 60百万円

　 繰延税金資産小計

　 評価性引当額

1,911百万円

△1,441百万円

　 繰延税金資産合計 470百万円

繰延税金負債

 　資産除去債務に対応する除去費用 △101百万円

　 繰延税金負債合計 △101百万円

 繰延税金資産の純額 368百万円

損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

　　営業取引による取引高

株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種
類

会社等
の名称

所
在
地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決
権等

の所有
(被所有)

割合

関係内容

取引の
内 容

取 引
金 額
(百万円)

科目
期末
残高

(百万円)
役員の
兼任等

事業
上の
関係

子

会

社

㈱フジオ
フ ー ド
システム

大阪
市北
区

10
直営店舗

経 営

直接

100.0％

兼 任

あ り

店 舗

賃 貸

受 取 ロ イ

ヤ リ テ ィ

(注）１

1,510

未 収

入 金
2,453

不 動 産

賃 貸 料

(注）２

1,223

資 金 の

回 収

(注）３

690

－ －
利 息 の

受 取

(注）４

5

子

会

社

㈱グレー
ト イ ー
ス タ ン

沖縄
県沖
縄市
山内

10
直営店舗

経 営

直接

100.0％

兼 任

あ り

資金の

借 入

資 金 の

借 入

(注）５

300
短 期

借入金
300

関

連

会

社

㈱ 博 多
ふくいち

福岡

県糟

屋郡

新宮

町

10
鮮魚、海産

物 の 販 売

直接

40.0％

兼 任

あ り

商品の

仕 入

債 務

保 証

(注）６

500

債務保

証損失

引当金

500

関連当事者との取引に関する注記

１．親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

２．子会社等

（注）１．受取ロイヤリティにつきましては、経営戦略の策定、経営数値の管理、間接業務の提供など
の経営指導料の対価であり、契約等に基づき毎期交渉の上、決定しております。

２．不動産賃貸料につきましては、店舗設備使用料に対する対価であり、契約等に基づき毎期交
渉の上、決定しております。

３．資金の回収については、市場金利を勘案して決定しております。
４．利息の受取については、市場金利を勘案して決定しております。
５．資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。
６．債務保証につきましては、当該会社の銀行借入に対して保証したものであります。

３．役員及び主要株主等

該当事項はありません。
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１株当たり純資産額 131円76銭

１株当たり当期純損失 0円49銭

用途 場所 種類
減損損失の金額

（百万円）

直営店舗
大阪府他
（20店舗）

建物及び構築物 250

工具器具備品 12

その他 1

遊休資産 滋賀県
建物及び構築物 125

土地 10

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

その他の注記

　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基本単位とした資産
グルーピングを行っております。また、遊休資産については、個々の資産単位でグルーピン
グを行っております。
　その結果、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗及び退店の意思
決定を行った店舗について建物及び構築物、工具器具備品等の資産グループの帳簿価額を、
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッ
シュ・フローが見込めない資産については回収可能価額をゼロとして評価しております。
　また、遊休資産の資産グループの帳簿金額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として計上しております。当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、正味売却価額は不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額から処分費用見込額を差し
引いて算定しております。
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独立監査人の監査報告書
2022年２月25日

株式会社フジオフードグループ本社
 取 　 締 　 役 　 会 　 御 中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 本間　洋一　　印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山内　紀彰　　印

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社フジオフードグループ
本社の2021年１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社フジオフードグループ本社及び連結子会社からなる企
業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書
において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用
者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　上
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　独立監査人の監査報告書
2022年２月25日

株式会社フジオフードグループ本社

 取 　 締 　 役 　 会 　 御 中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 本間　洋一　　印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山内　紀彰　　印

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フジオフードグ
ループ本社の2021年１月１日から2021年12月31日までの第23期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年１月１日から2021年12月31日までの第23期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及

び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統

制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定

期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査

に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい

る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明

細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき重要な事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　2022年２月25日

 株式会社フジオフードグループ本社　監査役会

 常勤監査役（社外監査役）　原　　光博　印

 社外監査役　　　　　　　　鎌倉　寛保　印

 社外監査役　　　　　　　　村上　隆男　印

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第23期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等

を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金２円50銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、109,840,965円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

2022年３月31日

－ 54 －



現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供）

第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算書

類及び連結計算書類に記載又は表示を

すべき事項に係る情報を、法務省令に

定めるところに従いインターネットを

利用する方法で開示することにより、

株主に対して提供したものとみなすこ

とができる。

【削除】

第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条
ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株
主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の通り当社定款を変更
するものであります。

(1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報につ
いて、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

(2)変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に
記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものでありま
す。

(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現
行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものでありま
す。

(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるも
のであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
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現行定款 変更案

【新設】

【新設】

（株主総会参考書類等の電子提供措置）

第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類等の内容である情報

について、電子提供措置をとるものと

する。

②　当会社は、書面の交付を請求した株

主に対して交付する書面において、電

子提供措置事項のうち法務省令で定め

るものの全部又は一部について記載す

ることを要しないものとする。

附則

第１条　変更前定款第14条の規定の削除及び

変更後定款第14条の規定の新設は、会

社法の一部を改正する法律（令和元年

法律第70号）附則第１条ただし書きに

定める施行日（以下、「施行日」とい

う。）から効力を生ずるものとする。

②　前項の規定にかかわらず、施行日か

ら次の定めを有するものとする。な

お、本定めは、施行日から6か月を経過

した日、又は施行日から6か月以内に開

催する最後の株主総会の日から3か月を

経過した日のいずれか遅い日まで、効

力を有するものとする。

当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類

及び連結計算書類に記載又は表示をす

べき事項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従いインターネットを利

用する方法で開示することにより、株

主に対して提供したものとみなすこと

ができる。

③　本附則は、前項で定めるいずれか遅

い日をもってこれを削除する。
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
藤 尾 政 弘
(1955年３月３日生)

1979年12月　藤尾実業を創業

1986年６月　株式会社フジセイ・コーポレーション

設立　同社代表取締役

1999年11月　当社代表取締役社長（現任）

2,486,000株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社フジオフードシステム代表取締役社長

一般社団法人大阪外食産業協会理事

一般社団法人食博覧会協会理事長

一般社団法人関西経済同友会幹事

一般社団法人日本フードサービス協会理事

一般社団法人日本フードサービス協会

　近畿ブロック協議会会長

学校法人追手門学院理事

学校法人追手門学院大学校友会会長

公益財団法人近畿警察官友の会理事

第３号議案　取締役５名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（４名）は任期満了となります。

つきましては、経営体制強化のため１名増員し、取締役５名（うち社外取締

役３名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２
九 　 鬼 　 祐 一 郎
(1964年２月20日生)

1987年４月　山一証券株式會社入社
1998年２月　日興証券株式会社入社
2000年10月　松井証券株式会社入社
2004年６月　同社専務取締役
2006年６月　株式会社アーク入社
2010年６月　同社取締役副社長
2011年11月　当社入社
2012年２月　当社執行役員　経営企画部長

兼東京支社長
2013年３月　当社取締役　経営企画部長

兼東京支社長
2013年12月　当社取締役　経営管理本部長

兼経営企画部長
2018年６月　当社取締役　企画本部長

兼経営企画部長
2019年６月　当社取締役　経営企画本部長

兼経営企画部長
2020年７月　当社取締役副社長執行役員

兼経営企画本部長（現任）

14,000株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社フジオフードシステム取締役

３
伊 東 康 孝
(1949年９月26日生)

1972年４月　株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーく）入社

1986年６月　株式会社すかいらーく　営業本部長
1989年５月　同社取締役　人事本部長
1991年６月　同社常務取締役　商品本部長
1993年２月　株式会社バーミヤン

　代表取締役社長
2001年１月　株式会社すかいらーく

　代表取締役社長
2006年１月　同社代表取締役副会長
2014年３月　当社取締役（現任）

－株

４
※ 百 瀬 裕 規
(1961年９月15日生)

1985年４月　野村證券株式会社入社
2008年４月　同社執行役　大阪支店長
2008年10月　同社執行役員　大阪支店長
2010年４月　同社執行役員　企業金融担当
2013年４月　同社常務　大阪駐在兼大阪支店長
2016年４月　同社専務　大阪駐在兼大阪支店長
2017年４月　同社専務　大阪駐在
2019年４月　同社　顧問
2019年６月　株式会社野村総合研究所
　　　　　　取締役副会長（現任）

－株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社野村総合研究所　取締役副会長
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候補者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

５
※ 越 知 覚 子
(1977年３月11日生)

2005年11月　弁護士登録（58期）
勤務弁護士として執務

2007年３月　財務省近畿財務局勤務（任期付職員）
理財部審査業務課　金融証券検査官

2009年６月　財務省近畿財務局を任期満了により退職
2009年11月　公正取引委員会勤務（任期付職員）

審査局　審査専門官（主査）
2013年３月　公正取引委員会を任期満了により退職
2013年４月　弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所
2019年３月　公認不正検査士　登録

－株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間において、特別の利害関係はありません。
３．伊東康孝氏、百瀬裕規氏および越知覚子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める

社外取締役候補者であります。
４．藤尾政弘氏は、設立以来代表取締役として経営の指揮を執り、当社グループの経営の重要事

項の決定および業務執行の監督において十分な役割責任を果たしておりますので引き続き選
任をお願いするものであります。

５．九鬼祐一郎氏は、経営企画部門の責任者を務め、中期経営計画の策定等においてリーダーシ
ップを発揮してきました。その豊富な経験を今後の当社の企業価値向上に必要な人材と判断
し、引き続き選任をお願いするものであります。

６．伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、特に飲食業について専門
的な視点で経営陣から独立した立場で適切な助言等いただくことを期待したため引き続き社
外取締役として選任をお願いするものであります。

７．伊東康孝氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
８．当社は伊東康孝氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として
指定する予定であります。

９．百瀬裕規氏は、証券会社における豊富な経験と知見を有しており、当社の成長戦略に有益な
助言等いただくことを期待したため新たに社外取締役として選任をお願いするものでありま
す。

10．百瀬裕規氏の選任が承認された場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として届け出する予定であります。

11．越知覚子氏は、弁護士としての幅広い知見を有しており、会社の経営に関与された経験はあ
りませんが、財務省等において培われた豊富な知識や経験を当社の経営の監督、助言等いた
だくことを期待したため新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

12．当社は伊東康孝氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、同法第425条第１項が定める最低責任限度額としております。
なお、伊東康孝氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

13．百瀬裕規氏および越知覚子氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結予定であり
ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が定める最低責任限
度額といたします。

14．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しております。当該保険契約では、被保険者である当社および当社子会社の取締役、監
査役、執行役員及び幹部職従業員が、その業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を
受けることにより被る損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が
取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契
約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 59 －



候 補 者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
原 　 光 博
(194 8年５月30日生)

1971年４月　株式会社池田銀行（現株式会社池
田泉州銀行）入行

1989年９月　同行 宝塚支店長
1992年４月　同行 服部支店長
1994年４月　同行 淡路支店長
1995年10月　同行 ＣＳ推進部長
1996年２月　同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉

外部長
1997年４月　同行 理事 梅田スカイロビー支店

長兼梅田支店長
1999年６月　同行 執行役員 情報開発部長
2000年５月　同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
2000年６月　同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
2001年６月　同行 取締役 ＣＳ本部副本部長兼

地域担当
2003年３月　城南不動産株式会社（現エスアイ

ライフサポート株式会社） 代表
取締役社長

2012年５月　同社 会長
2013年５月　能勢観光開発株式会社 代表取締

役社長
2015年12月　ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監

査役
2018年３月　当社常勤監査役（現任）

－株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社フジオフードシステム　監査役

第４号議案　監査役２名選任の件

　監査役原光博氏および監査役村上隆男氏は本総会終結の時をもって任期

満了となります。

　つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。
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候 補 者

番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

２
※ 髙 島 英 也
(1959年11月20日生)

1982年４月　サッポロビール株式会社入社
1997年11月　同社　大阪工場　製造部長
2001年９月　同社　ビール製造本部

　製造部担当部長
2003年７月　純粋持株会社へ制度移行
2007年３月　同社　仙台工場長
2009年３月　同社　取締役兼執行役員

　経営戦略本部長
2012年９月　同社　常務執行役員

　北海道本部長
2013年３月　同社　常務執行役員

　北海道本部長 兼 北海道本社代表
2015年３月　ポッカサッポロフード&ビバレッジ

株式会社　取締役専務執行役員
2017年１月　サッポロビール㈱代表取締役社長

兼　サッポロホールディングス㈱
グループ執行役員

2017年３月　サッポロビール㈱代表取締役社長
兼　サッポロホールディングス㈱
常務グループ執行役員

2021年３月　サッポロホールディングス㈱
顧問（現任）

－株

〔重要な兼職の状況〕
サッポロホールディングス株式会社　顧問

（注）１．※印は、新任の監査役候補者となります。
２．両候補者と当社との間において、特別の利害関係はありません。
３．原光博氏および髙島英也氏は会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役

候補者であります。
４．原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から当社の経営の監

督、助言等いただくことを期待したため社外監査役として選任をお願いするものであ
ります。

５．原光博氏は現在、当社の監査役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもっ
て４年となります。

６．当社は原光博氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、同法第425条第１項が定める最低責任限度額としております。
なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

７．当社は原光博氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立
役員として指定する予定であります。

８．髙島英也氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言等いただくことを期待したため新たに社
外監査役として選任をお願いするものであります。

９．髙島英也氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお
り、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し同取引所に届け出する
予定であります。
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

橋 本 竜 也
( 1 9 7 6 年 ５ 月 1 6 日 生 )

1999年４月　株式会社日本経営　入社
2013年１月　株式会社日本経営

　福岡オフィス長
2017年１月　同社　取締役（現任） －株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社日本経営　取締役

10．当社は、髙島英也氏が選任された場合、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が定める最低責
任限度額といたします。

11．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である当社および当社子会社
の取締役、監査役、執行役員及び幹部職従業員が、その業務につき行った行為に起因
して損害賠償請求を受けることにより被る損害を当該保険契約により填補することと
しております。両候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し
ております。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１

名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間において、特別の利害関係はありません。
２．橋本竜也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．橋本竜也氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は会社経営の豊富な経験と

幅広い見識を有しており、当該知見を活かし、経営全般について専門的な観点から取
締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。

４．橋本竜也氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が定める最低責任限
度額といたします。

５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である当社および当社子会社
の取締役、監査役、執行役員及び幹部職従業員が、その業務につき行った行為に起因
して損害賠償請求を受けることにより被る損害を当該保険契約により填補することと
しております。橋本竜也氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者
となります。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場　　大阪市北区中之島５丁目３番51号
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）３階
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【交通のご案内】
・京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」２番出口すぐ
・ＪＲ大阪環状線「福島駅」より徒歩約15分・ＪＲ東西線「新福島駅」３番出口より徒歩約10分
・阪神本線「福島駅」３番出口より徒歩約10分

新型コロナウイルスに関するお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会終了後に実施しており
ました懇親会は昨年同様中止とさせていただきます。
　何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


